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ささら自治会ホームページ愛好会　運営ルール

1. 目的 

次の事を目的とし　ささら自治ホームページ（以下 HP と略す）を運営する。

ささら自治会のHP運営が総務部担当の責任者にすべての負担を負わせている

現状の改善とHPの更なる活用を図り自治会活動に貢献する事。

　① 自治会の活動内容を掲載し、自治会会員に自治会活動を広報する。 

　② 自治会規約類、行事予定、お知らせなど、自治会会員が知りたいときに、

いつでも知ることので きる回覧板の補てん機能を提供する。

　③ 電子掲示板等を利用した自治会会員間の情報交換手段を提供する。

以上の実現に向けて現状の費用の範囲にて可能性を見いだし具現化する。

2. 愛好会の運営・管理に付いて

　① HP の運営はささら自治会　会長、総務部長の委託を受けて HP愛好会にて行う。

　② HP愛好会は総務部長と賛同者　若干名で構成する。

　④ HP 愛好会は HP の運営に関する会合を必要に応じ開催する。

　⑤HP運営責任者＜総務部長＞ を統括管理者とし、HP の改善検討を常に心掛け内容充実に努める。

　⑥愛好会のメンバーはＨＰのパスワード等の情報を第三者に漏らしてはならない。

　⑦ 愛好会のメンバーは自治会役員と連携し、常に最新情報を掲載することに努める。

　⑧ 自治会会員より掲載内容の修正あるいは削除依頼があった場合、HP 愛好会は速やかに

　　　内容を検討し、自治会長、HP運営責任者へ報告し適切な処置をとる。

　⑨ HP 運営に費用が発生する場合、自治会役員会に承認を得て行う。

3. 掲載項目

　自治会活動に関する以下の項目を掲載する。

　　① 自治会組織と活動内容（特別部会、専門委員会含む）

　　② 自治会規約類、自治会行事予定、お知らせ

　　③ 自治会会員間の情報

4. 掲載禁止事項

　　① 公序良俗に反する事項

　　② 営利事項

　　③ 個人の誹謗、中傷に関する事項

5. 個人情報の扱い

　　ささら自治会の個人情報の保護に関する規則に従い運営しHP愛好会は以下の事を守る。

　① 班長、部長、三役、その他自治会の代表としての氏名の掲載は可とし、極力、姓と役職名の

　　組み合わせ表記とする。但し本人の了承に基づくものとする。

　② 個人の住所、電話番号、メールアドレス、年齢は掲載しない。

　③ 個人を特定する顔写真は掲載しない。ただし、本人の了承を得られた場合および活動報告の

　　スナップ写真等の掲載は可とする。

　④ その他、個人の情報に関する内容は掲載しない。

6. 免責事項

　ささら自治会 HP の閲覧により生じた一切の損害について、ささら自治会及び HP愛好会は如何なる

　責任も負わない。

7.運営ルールの改定について

　　上記の内容の改定、追加に関しては責任者の総務部部長が起案し役員会にて承認、決定される。
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